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ロジスティード関東株式会社
代表取締役社長　伊与久　賢一

貸 　 借　  対　  照 　 表
（2023年３月31日現在）

（単位：千円）

科　　　　　目 科　　　　　目 金　　　額

【資産の部】 【負債の部】

7,543,290 5,032,662

15,000 1,787,340

101,072 250,000

212,396 265,558

4,819,971 1,351,654

10,203 840,567

188,829 158,050

105,489 153,276

100,600 147,210

1,957,466 36,875

32,260 37,360

3,190,290 4,769

1,836,388 2,768,249

141,467 375,000

10,614 7,238

96,616 1,242,875

50 18,062

109,102 1,108,249

1,478,538 8,500

155,617 8,323

149,893 7,800,912

5,724 【純資産の部】

1,198,283 2,932,668

19,224 100,000

679,958 50,000

498,260 50,000

490 2,782,668

350 25,000

2,757,668

2,757,668

2,932,668

10,733,580 10,733,580

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

流 動 資 産

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

受 取 手 形

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

売 掛 金

電 子 記 録 債 権

預 け 金

そ の 他

前 払 費 用

未 収 入 金

現 金 及 び 預 金

リ ー ス 資 産

機 械 及 び 装 置

預 り 保 証 金

係 争 損 失 引 当 金

長 期 未 払 金

投 資 そ の 他 の 資 産

資 本 準 備 金

金　　　額

未 払 法 人 税 等

未 払 消 費 税 等

預 り 金

リ ー ス 債 務

そ の 他

固 定 負 債

負 債 合 計

株 主 資 本

流 動 負 債

資 本 金

未 払 金

リ ー ス 債 務

未 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

出 資 金

長 期 前 払 費 用

利 益 準 備 金

そ の 他 利 益 剰 余 金

利 益 剰 余 金

資 本 剰 余 金

負 債 純 資 産 合 計資 産 合 計

純 資 産 合 計

そ の 他

差 入 保 証 金

繰 越 利 益 剰 余 金

無 形 固 定 資 産

そ の 他

車 両 運 搬 具

工 具 、 器 具 及 び 備 品

第 ３４期 決 算 公 告

ソ フ ト ウ エ ア

買 掛 金

未 収 還 付 法 人 税 等

構 築 物

1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金

前 受 金

役 員 退 職 慰 労 引 当 金

退 職 給 付 引 当 金

預 り 保 証 金

長 期 借 入 金建 物



（単位：千円）

科　　目 金　　　　　　額

39,725,411

33,847,352

5,878,058

2,524,409

3,353,648

57

7

6,688

10,895

1,049 18,698

21,635

1,022 22,657

3,349,689

209

4,313

8,249

54,710 67,483

26,896

2,796

99,560

21,370 150,623

3,266,549

1,068,521

29,569 1,098,090

2,168,458

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

当 期 純 利 益

商 号 変 更 費 用

特 別 退 職 金

税 引 前 当 期 純 利 益

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

法 人 税 等 調 整 額

リ ー ス 解 約 違 約 金

経 常 利 益

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益

政 府 補 助 金

受 取 補 償 金

退 職 給 付 制 度 改 定 益

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損

そ の 他

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費

営 業 利 益

営 業 外 収 益

受 取 利 息

受 取 配 当 金

物 品 売 却 益

補 助 金 等

そ の 他

営 業 外 費 用

支 払 利 息

売 上 総 利 益

損 　益 　計 　算　 書
自 2022年４月１日
至 2023年３月31日

売 上 高

売 上 原 価



(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

１．資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

　満期保有目的の債券　　　　  　　　　 　　 償却原価法
　子会社株式及び関連会社株式　　　  　　　　 　　 移動平均法に基づく原価法
　その他有価証券 

　   市場価格のない株式等以外のもの　  　　  期末決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は

  移動平均法により算定）
　　市場価格のない株式等　  移動平均法に基づく原価法

(2) 棚卸資産 移動平均法に基づく原価法(貸借対照表価額は、収益性の

低下に基づく簿価切下げの方法により算定しております)

２．固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産 (リース資産を除く) 定額法

(2) 無形固定資産 (リース資産を除く) 定額法

(3) リース資産 　 　　 　  　        　  　   

　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の

方法を採用しております。

　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

３．引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

　期末債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上することとしております。

(2) 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上して

おります。

　① 退職給付見込額の期間帰属方法
　　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算

　定式基準によっております。

　② 数理計算上の差異の費用処理方法
　　数理計算上の差異は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間(社員12～16年、無期限定社員7年)による

　定額法により、翌事業年度から費用処理しております。

(3) 役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づき期末要支給額を計上しております。

(4) 係争損失引当金

　係争中の訴訟に対する損失に備えるため、将来発生する可能性のある損失を見積もり、当事業年度末において

必要と認められる金額を計上しております。

４. グループ通算制度の適用

グループ通算制度を適用しております。

５. 収益及び費用の計上基準

　当社は、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日改正）及び

「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　2021年３月26日改正）を適用しており

以下の5ステップアプローチに基づき、収益を認識しております。

　　ステップ１：　顧客との契約を識別する。

　　ステップ２：　契約における履行義務を識別する。

　　ステップ３：　取引価格を算定する。

　　ステップ４：　取引価格を契約における別個の履行義務へ配分する。

　　ステップ５：　履行義務を充足した時点で(又は充足するにつれて)収益を認識する。

　当社は、顧客の要望に合わせて総合的な物流サービスを提供しており、顧客との契約に当たっては、契約が備えるべき

特性の存在及び経済的実質が契約へ反映されている事を認識するとともに、当該契約の下で顧客へ移転することを約定

した財又はサービスの識別を行い、個別に会計処理される履行義務を識別しています。

　取引価格の算定においては、顧客へ約束した財又はサービスの移転と交換に企業が権利を得ると見込んでいる対価の

金額で測定しております。なお、顧客との契約には重要な金融要素は含まれておりません。

　当社では取引価格を各履行義務へ配分する必要のある契約を有しておりませんが、将来、配分の必要性のある契約が

締結された場合には、各履行義務を構成する財又はサービスを独立販売価格の比率で配分し収益の認識を行います。

個　別　注　記　表



　収益の認識は、履行義務が要件を満たす場合に限り、その基礎となる財又はサービスの支配を一時点又は一定期間に

わたり認識しております。

(収益認識に関する注記)

　当社は主として３PL事業と重量機工事業を行っております。

　３PL事業においては、国内における物流システムの構築、情報管理、在庫管理、受注管理、流通加工、物流センター

運営工場構内物流作業及び輸配送などの物流業務の包括的受託等を行っています。契約において、保管物等の引き渡し

等により履行義務が一時点で充足されると定められている場合には、作業の完了及び保管物などの引き渡した時点で収益

を認識しています。契約において、一定期間にわたるサービスの提供が定められている場合には、その経過期間を考慮して
収益を認識しています。支払条件は主として1年以内の一般的な条件であり、延払等の支払条件となっている取引で重要な
ものはありません。

　重量機工事業においては、特殊な重量品の輸送移設や各種機械設備輸送据付製、移転サービス等を取扱う物流業務で

あり輸送、搬出、搬入、解体、組立、据付といった包括的な物流サービスを提供しています。当事業においては、包括的な

物流サービスを提供する場合もあれば、一部の作業のみを当社が請負う場合もあります。包括的な物流サービスを提供して

いる場合各作業の相互関連性が高く、ある作業の進捗により他の作業が影響を受けることになるため、契約の観点において

区分できません。契約に含まれる各作業は、作業単位で別個の履行義務とはならず、契約全体で単一の履行義務を構成
します。契約において一定期間にわたるサービスの提供が認められている場合、その経過期間に応じて収益を認識してい
ます。支払条件は主として1年以内の一般的な条件であり、延払等の支払条件となっている取引で重要なものはありません。
　なお、会社計算規則第115条の2第1項に従い、「収益の分解情報」及び「当期及び翌期以降の収益の金額を理解する
ための情報」の記載は省略しています。

(その他の注記)

１．追加情報

　当社は、2022年10月１日に確定給付企業年金制度の一部について確定拠出年金制度へ移行したことにより、「退職

給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第１号2016年12月16日）及び「退職給付制度間の

移行等の会計処理に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第２号2007年２月７日）を適用し、確定拠出年金制度への

移行部分について退職給付制度の一部終了を行いました。

　これにより、当事業年度において、退職給付制度改定益54,710千円を、特別利益に計上しております。


